
不育治療支援事業 申請前の確認フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６．医療機関に自己負担限度額を提示

しましたか。 

はい 

 

 

いいえ 

→７へ 

マイナンバーカードの提示 

（限度額情報を「提供する」を選ん

だ） 

マイナ保険証をお持ちください。マイナポータルで限

度額（区分）が書いてあるページを確認します。ログイ

ンするための４桁の暗証番号が必要です。 

→８へ 

 

限度額適用認定証の提示 限度額適用認定証の写しをお持ちください。 

→８へ 

 

７．高額療養費制度の申請をしました

か。 

はい 

医療保険者から発行された支給決定通知書の写し

をお持ちください。 

→９へ 

いいえ 

医療保険者に申請し、支給決定通知

が届いてから市へ申請してください。 

他の治療等と合算して高額療養費制

度に該当するか確認するため→８へ 

８． 

（１）院外処方はありましたか。 

 

（２）同じ月に、不妊治療を行った医療

機関とそれ以外の医療機関でそれぞれ

21,000 円以上の窓口負担はありました

か。 

 

（３）治療を行った方が家族と同一保険

（被保険者が同じ）に加入している場合

（扶養者、被扶養者 等）、同じ月に同

一保険（被保険者が同じ）内で、不妊

治療を行った医療機関と別の医療機

関でそれぞれ 21,000円以上の窓口負

担がありましたか。 

はい 

合算して高額療養費制度に該当する可能性がありま

す。 

該当する場合は、医療保険者に申請し、支給決定通

知が届いてから市へ申請してください。 

→９へ 

いいえ 

→９へ 

 

９．治療の時に加入していた医療保険

が国民健康保険または全国健康保険

協会（協会けんぽ）でしたか。 

はい 

→１１へ 

いいえ 

それ以外→１０へ 

１０．付加給付制度の確認をしました

か。 

はい 

医療保険者から発行された支給通知の写しをお持ち

ください。（７の高額療養費と同じ通知に記載がある場

合もあります） 

確認事項はこれで終了です。→１１へ 

いいえ 

加入している医療保険者に付加給付

制度で支給があるか確認してから、市

へ申請してください。 

１．申請する治療の治療開始日（受診等証明書に記載の治療開始日）の１年以上前から申
請日まで、夫婦の両方またはどちらかが小松市に住所がありますか。 

助成の対象外です 

 

３．夫婦で住所が一緒ですか。 戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

、住民票をお持ちください。 

４．法律婚ですか。 事実婚に対する申立書、戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

をお持ちください。 

５．治療は保険適用の治療ですか、保険
適用外の治療ですか。 

確認事項はこれで終了です。→１１へ 

１１．受診等証明書の金額と、領収書の合計金額が合っているか確認してから、申請してください。金額が合わない場合は、申請前に
医療機関に確認してください。 

いいえ 

 

はい 

 

はい、滞納はありません。 

 

はい 

 

いいえ、滞納しています。 

 

いいえ 

 

保険適用の治療 

 

保険適用外の治療 

 

２．夫婦とも市税の滞納はありませんか。 助成の対象外です。納税後申請してください。 

 

はい 

 

いいえ 

 


